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番号個人情報を安心・安全
に連携させる仕組み 
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情報連携基盤 

マイナンバー法案では、「情報提供
ネットワークシステム」と呼ぶ。 

「効率的かつ安全に情報連携を行える
仕組み」（社会保障・番号大綱） 

仕組みの１つ： 情報連携の許可 

  管理・利用等が法令等の根拠に基づき、

正当な行政目的の範囲内で行われるもの
であることを技術的に担保する仕組み 

 → ホワイトリスト 
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ホワイトリストとは 

情報連携基盤を使用することを条件に
情報連携が許容されている事務等の 
一覧 

◦ 情報照会者 

◦ 情報提供者 

◦ 事務の種類 

◦ 特定個人情報  

（マイナンバー法案別表第２） 

一覧への適合性を確認する。 

特定個人情報の種別 主務省令で規定 

 

 

……の項目で構成 

4 



情報連携の例 

予防接種による健康被害の救済措置 

申請に基づき市町村長が医療費を補償 

 

 

 

 

 

 

（現行） 医療費の証明書及び医療の内容の記
載書を添付 →（将来）情報連携で入手 

情報照会者 市町村長 

事務 予防接種法による給付（同法第１１条第１
項の疾病に係るものに限る。）の支給に関
する事務であって主務省令で定めるもの 

情報提供者 医療保険者その他の法令による医療に関す
る給付の支給を行うこととされている者 

特定個人情報 医療保険各法その他の法令による医療に関
する給付の支給に関する情報であって主務
省令で定めるもの 
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業務プロセスフロー(BPF)とは 

業務プロセスフローとは、業務の一連
の流れ。すなわち業務手順のこと。 

正当な行政目的の範囲内で行われるも
のであることを、業務の流れの中で確
認・制御できる。 

情報連携の実施が他の情報連携の結果
に依存する場合などに有効。 

（例）配偶者の所得。配偶者の同居如何を
住民票で確認したのちに所得情報を取得。 

 
6 



さらに業務プロセスフローでは 

事務の流れを「見える化」することに
よって、「番号個人情報」がどのよう
に取り扱われるのかを国民が予見でき
る。 

業務の流れや業務内容を分析し、その
最適化を図るためのツールとしても活
用できる。 

将来的にワンストップサービスへも展
開。 
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「行政業務システム連携推
進事業」において具体的に
取り組み 
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その取組みの概要 
（業務プロセスフローの実現性を確認） 

番号制度等の検討に対応し、情報連携
基盤をはじめとする行政業務システム
と民間事業者との円滑な情報連携（官
民連携）を可能とするため、業務プロ
セスフローの仕組みを用いた情報連携
処理の検討を行い、その実現性を確認
する。 

昨年12月～本年3月 
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業務プロセスフローのモデル例 

(ガイドライン(案)より抜粋) 

 

 

 

 

 

トリガー 

 ・窓口で手続き 

 ・ポータルからの手続き 

 ・ライフイベント 

国民 
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基盤システム 

プロセスオーナー 

業務システム 

ＢＰＦ制御システム 

業務プロセスフロー 

業務プロセスフロー制御 

アクティビティA アクティビティB アクティビティC 
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業務プロセスa  
 

連携先機関 
(行政機関Z) 

 

業務プロセスc  
 

連携先機関 
(民間企業Y) 

 

業務プロセスb  
 

連携先機関 
(行政機関X) 

 

業務プロセスa 

情報連携制御 

共通コンポーネント 

１つの事務手続の流れは複
数のアクティビティからな
るBPFにより表現される。 

事務手続の所管組織（プロセスオー
ナー）が、業務プロセスフローの定
義を行いその責任を持つ。 

指定された機関を順次呼び
出し、連携先機関をつない
だ情報連携を行う。 

ホワイトリストにより、法令
等に基づき許可された情報連
携のみ行われる。 



分かってきたこと 

 事務手続に関する法令を所管する組織が複数ある
場合、その責任関係を整理しておくことが必要。 

 事務手続の所管組織と実行組織とが異なる場合の
取り扱いに留意。 

 情報連携基盤に多数の組織が参加することが想定
される。動作確認試験（コンフォーマンス試験）
が必要。 

 民間への拡張を前提としたシステム設計が重要。
民間利用開始後も基本的に同じ仕組みで可能。 

ガイドライン（案）として取りまとめ 
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目的と検討ポイント 
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複数の機関をまたがる情報連携を実現するには、こ
うした機関の間で相互運用性が確保されなければな
らない。 

 

 業務プロセスフローの全体像や位置付けを検討。 

 業務プロセスフローにおけるプロセスオーナーとは何
か、必要性やその役割を明確にする。 

 政府の検討状況を踏まえ、プロセスオーナー・基盤シ
ステム・連携先機関の役割分担、機能配置を明確にす
る。 

 業務プロセスフローを実現する上で必要な工程と実施
主体や作業内容を整理する。 

ガイドライン（案）の狙い 

検討ポイント 



登場人物（アクターとロール） 
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アクター 分類 役割 

国民 人 事務手続（サービス）の利用者。 

プロセスオーナー 

（≒情報照会者） 

組織 法令等の所管組織。 

業務プロセスフローの管理組織。 

連携先機関 

（情報提供者） 

組織 連携する組織であり、所轄する範
囲の業務プロセスを実施する組織。 

ＢＰＦ制御 

システム 
シス
テム 

業務プロセスフローの実行、制御
を行う。 

基盤システム シス
テム 

各連携先機関の情報を連携する機
能を備えたシステム。 

適合性確認機関 組織 業務プロセスフローの適合性確認
や動作確認を行う組織。 

(ガイドライン(案)より抜粋) 



業務プロセスフローを作り動かす主体 

（プロセスオーナーの考え方） 
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 事務手続を所管する組織を「プロセスオーナー」
と呼ぶことにする。 
 

 プロセスオーナーは、事務手続によって、単一の
場合と複数（注）存在する場合がある。 
 

 プロセスオーナーは、個々の業務プロセスフロー
の定義、実行、運用を行い、その責任をもつ。 

 

(注)： 複数存在する場合の例：ワンストップサービス 



プロセスオーナーの２つの役割 
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 主務官庁 

• 個別の事務手続に対して、それを担う業務プロ
セスフローを描く（定義する）。 

• 業務プロセスフロー定義（記述）の妥当性につ
いて責任を持つ。 

 

 事務手続を実行する組織 

• 定められた業務プロセスフローの実装及び実行
の妥当性に対して責任をもつ。 

• 業務プロセスフローの運用に対して責任をもつ。 

 

 



業務プロセスフローが動き出すきっかけ 

（トリガーについて） 
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トリガー 内容 

国民 •窓口での申請手続などを受けて始まる。 

•ポータルサイトからの電子申請などを受けて
始まる。 

プロセス
オーナー 

•法制度に定める一定の要件を満たすことで、
始まる。 

 （例）就学、成人などのライフイベント 

情報連携は、任意のタイミングで行われ
るのではなく、そのきっかけ（トリ
ガー）がある。 

業務プロセスフローが動き出す契機を
「トリガー」と呼ぶ。 



業務プロセスフローの構成単位 

（アクティビティの考え方） 
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 業務プロセスフローでは、情報照会機関と情報提
供機関をつなぐ単一のやり取りを最小単位とし、
これをアクティビティと定義する。 

 

 事務手続は、一般的には複数の情報連携から成る。
このため業務プロセスフローには、複数のアク
ティビティが含まれ得る。 

 

 アクティビティが複数である場合、各アクティビ
ティの実施手順について、順次、並行、分岐等の
相互関係を持たせる必要がある。 



アクティビティの配置パターン例 
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(ガイドライン(案)より抜粋) 



ＢＰＦ制御システムをどこに配置するか 
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 ＢＰＦ制御システムは業務プロセスフローを制御。
この配置場所としては、 

◦ 「基盤システム」または 

◦ 「プロセスオーナーのシステム」 

 が考えられる。 

 

 配置場所を決定する要素 

◦ プロセスオーナーや情報提供機関の態様 

    数（単一・複数）、規模、分布など 

◦ 情報連携の疎密度 

◦ 経済性（コスト） 

→ 具体は、今後の検討課題である。 



運用ライフサイクルの定義 
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 業務プロセスフローをシステムとして実現するた
めの作業内容を運用ライフサイクルとして整理。 

 

工程 作業内容 実施主体 

定義フェーズ 事務手続の業務設計を行い、
業務プロセスフローを描く。 

プロセスオーナー 

実装フェーズ 定義した業務プロセスフ
ローを実装する。 

プロセスオーナー、 

基盤システム 

コンフォーマ
ンス試験 

業務プロセスフローの適合
性確認や動作確認を行う。 

適合性確認機関 

運用フェーズ 業務プロセスフローによる
情報連携の実行管理を行う。 

プロセスオーナー、 

基盤システム 



運用ライフサイクルのイメージ図 
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運用 

プロセスオーナー 
及び基盤システム 

コンフォー
マンス試験 

適合性確認機関 

定義 

プロセスオーナー 

実装 

プロセスオーナー 
及び基盤システム 

 
業務プロセスフロー 
ライフサイクル 

 

・事務手続の見直し 

別表２の事
務に適用 

(ガイドライン(案)より抜粋) 



運用ライフサイクル（詳細） 
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 業務プロセスフローの業務設計から運用までのライフサイクル 

(ガイドライン(案)より抜粋) 



取組みを受けての今後の課題 

 ユースケースに幅広く適用してみることで、
ガイドライン（案）の妥当性を確かめると
ともに、具体性を高める。 

 

 業務プロセスフローの記述法を具体化し、
誰もが利用できるよう記述規約を整備。 

 

 政府における検討状況を踏まえつつ、BPF制
御システムの配置場所や機能要件を具体化。 
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まとめ 
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まとめ＋さらなる論点 

 番号個人情報を安心・安全に連携させる上で、
次の仕組みが重要。 

◦ 法令で許容されている情報連携しか通さない仕組み
（ホワイトリスト） 

◦ 事務の流れを「見える化」することによって「番号
個人情報」がどのように取り扱われるのかを国民が
予見可能とする仕組み（業務プロセスフロー） 

 

 情報照会・提供に関する課金をどう取り扱うか。 

 

 国民の自己コントロールのツールとしてのアク
セス記録。 
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